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私たちは、ハラスメントを
しない、させない、許さない！

　建設業の現場ではなお、「きつい言葉」「叱責
文化」「立場の上下による萎縮」など、見えにく
い形でのパワーハラスメントが残っていると
言われています。

　社内で違法なハラスメント行為があった場合、加害者だけ
でなく、会社も多額の損害賠償責任を負うことがある一方で、
加害者への懲戒処分が重すぎるとして、加害者からの訴訟リ
スクもあり得ます。
　ここでは、ハラスメント防止の対策として法的義務（措置義
務）に基づいて、主にパワハラ、セクハラを念頭に、実効性のあ
る社内ルール整備の進め方を整理しました。
1．経営トップによるメッセージ
　ハラスメント防止対策の出発点は、経営トップによる明
確なメッセージです。社内掲示、朝礼などで「ハラスメント
を許さない職場にする」という方針を明示し、全社員に共
有することが第一歩です。
　建設業のように多職種・多層構造の職場では、元請・下請
を含めて共通の方針を確認することが特に重要です。安全
方針と同様に、現場全体での「ハラスメントゼロ宣言」が信
頼関係の基礎になります。

2．従業員への周知
　就業規則並びに諸規程（ハラスメント防止規程等）の整備
を行い、従業員に周知します。規則には、ハラスメント行為
が企業秩序違反で懲戒処分の対象となることを明示します。
なお、違法なハラスメントのみではなく、職場環境上適切で
ない行為も控えるよう指導、周知することが望ましいです。
その上で、新入社員、一般社員、管理職を対象とした研修を
定期的に行います。

3．相談窓口・対応体制の整備
　相談窓口を設置（就業規則に規定）し、社内に案内文書（相談
窓口電話番号、メールアドレス等）を掲示しましょう。その際、
秘密厳守、不利益取扱のないことなどを明文化しましょう。

　相談対応マニュアルを作成し、相談を受けた際の初動対
応（事実確認・記録・報告経路）や、被害者に対する配慮措
置、行為者への適切な対応、再発防止策の検討などを定め
ておくことで、対応のばらつきを防げます。また窓口対応
者の教育も必須です。
　制度を整えても、相談しづらい職場では機能しません。
相談窓口担当者は複数名とし、男女や職位のバランスに配
慮します。また、外部窓口として第三者を活用することで、
利害関係を避け、中立性を確保できます。

4．ハラスメント研修内容
　ハラスメント防止の実効性を高めるには、ルールの周知
だけでなく、研修が不可欠です。特に建設現場では「指導と
叱責の違い」や「感情を交えない伝え方」を具体的に学ぶこ
とが効果的です。
　研修では、具体例を示し、意見を出し合い、議論すること
で理解が深まります。できれば講師は外部の専門家の方が
説得力があると思います。
　研修は措置義務の一つです。研修レジュメ、研修案内、出
席者名簿の記録は必ず残してください。

5．運用と見直し
　ルールは一度作って終わりではありません。相談件数や
対応事例を定期的に振り返り、改善を重ねることが重要で
す。年１回程度、社内アンケートや職場ヒアリングを行い、
風通しや相談しやすさを確認しましょう。問題が表面化し
にくい職場ほど、定期点検が効果を発揮します。

6．社労士としての支援
　ハラスメント防止の取り組みは、単に法令遵守のためで
はなく、働く人の意欲と安全を守る経営課題です。人を尊
重し合う職場づくりこそが、結果として生産性と企業の信
頼を高めます。ルールの整備から教育、相談対応まで、実効
性ある仕組みづくりをともに進めていくことが私たち社
会保険労務士の役割です。

職場のハラスメント防止について
―社内ルール整備の具体的な進め方―

全国社会保険労務士会連合会
副会長　星　孝夫

　日ごろより労働行政の運営につきまして
御理解と御協力をたまわり、厚く御礼申し上
げます。
　厚生労働省では、12月を「職場のハラスメ

ント撲滅月間」と定め、ハラスメント防止への取り組みを推進
しています。職場におけるハラスメントは、働く人が能力を
十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人とし
ての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されな
い行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務へ
の支障が生じるほか、貴重な人材の損失につながり、社会的評
価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
　ハラスメントは、事案が発生してしまうと、その解決に膨大
な時間と労力を要しますのでまずは問題が発生しないよう
に、予防対策を講じることが大変重要です。下記資料を参考
に、有効な防止策を講じていただき、魅力ある職場づくりへの
取り組みをお願いします。
　なお現在、法的にはパワーハラスメント、セクシュアルハラ
スメント、妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメ
ントに対する防止措置を講じる義務が企業に課されています
が、本年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の
雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改
正する法律（令和７年法律第63号）が公布され、本改正によ
り、顧客、取引の相手方、施設の利用者等によるいわゆるカス
タマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラ
スメントの防止措置を講じる義務も、新たに課されることに
なります（施行は、公布の日から起算して1年6月以内に政令
で定める日）。
　県内企業の魅力向上と、ますますの繁栄のため、ハラスメン
ト対策への取り組みとともに、法改正への御対応をよろしく
お願いいたします。

①事業主の方針の明確化およびその周知啓発
　ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨
の方針の明確化、管理監督者を含む労働者への周知啓発。行
為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就
業規則等に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発。

②相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体
制の整備
　相談窓口の周知。発生のおそれがある場合やハラスメント
に該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応。
③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
　事実関係を迅速かつ正確に確認。事実関係の確認後は、速や
かに被害者に対する配慮のための措置とともに、行為者に対
する措置を適切に対応する。再発防止に向けた措置を講ずる。
④併せて講ずべき措置
　プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者
に周知。事業主に相談したこと等を理由として、解雇その他不
利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。

⑤職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
の原因や背景となる要因を解消するための措置
　業務体制の整備など

職場ハラスメント対策と法改正への対応 宮城労働局
局長　松瀨　貴裕

　組織において上司と部下の関係は、常に重
要なテーマです。その中でも「ハラスメント
を起こさないマネジメント」は、今や避けて通
れない課題となっています。多くのケースで

問題の根底にあるのは、上司が感情的になってしまうことで
す。感情に任せた指導は、本人の意図に関わらず部下を傷つ
け、ハラスメントと捉えられる危険性を高めます。では、どう
すれば感情的にならずに、的確なマネジメントを行うことが
できるのでしょうか。
　識学理論では、マネジメントを「役割とルール」に基づいて
行うことを重視します。具体的には、上司は部下に対して明
確な指示を出し、その指示が守られていない場合には「個人の
性格や態度」ではなく「ルール違反」として扱います。例えば、
納期を守らなかった、報告がされなかったといった行為を、感
情的に「なぜやらないのか」と問い詰めるのではなく、「ルール
に違反している」という事実として捉えるのです。
　その上で大切なのは、次の行動変化をどう生み出すかを部
下に考えさせることです。「このままでは同じルール違反が
繰り返される。次に同じ状況になったらどう行動するのか」

を問いかけることで、本人に改善の糸口を見出させます。こ
のプロセスは、上司が感情的にならず冷静に対応することを
可能にし、ハラスメントの芽を摘む効果を発揮します。
　さらに、万一ハラスメントが疑われる事態が起きた場合に
備え、相談経路を明確にしておくことも重要です。組織として
は次の三段階の仕組みを整備することが望ましいでしょう。
①まずは直属の上司に伝える。
②上司に伝えにくい場合には、人事部へ相談する。
③人事部でも対応が難しい場合は、外部の専門窓口に相談する。
　この仕組みを事前に社員へ周知しておくことで、被害の拡
大を防ぎ、安心して働ける環境づくりにつながります。
　結局のところ、ハラスメントを防ぐ最大のポイントは「上司
が感情的にならず、ルールに基づいた指示と対応を行うこと」
に尽きます。ルールを前提としたマネジメントは、部下にとっ
ても明確で理解しやすく、上司にとっても公平性を保ちなが
ら指導が可能です。
　組織の健全な成長は、安心して働ける職場から始まります。
感情を排し、ルールを基準にしたマネジメントを徹底すること
こそが、ハラスメントを起こさない最も確実な方法なのです。

ハラスメントを起こさない
マネジメントとは

識学
コンサルタント　新宮　秀樹

　建設現場で最も重要なのは、安全です。無
事故・無災害で全ての作業を終えることが求
められます。しかし、安全を守るものは設備
や保護具だけではありません。一人一人が安

心して働けることも欠かせません。ハラスメントのない職場
環境は、労働災害防止の大前提なのです。

■強い指導・叱責などによる心理的な負担
　建設業界はまだまだ男性が多く、職人気質が強く、指導も厳
しくなりがちです。命に関わる作業も多いため、厳しさが必
要な場面もあります。一方で、強い口調での叱責や威圧的な
言動は若手や異性、外国人に大きな心理的負担を与えます。
言っている本人は冗談のつもりでも、相手にはプレッシャー
となることもあります。叱責を恐れて「報告をためらう」「分
からないことを聞けない」空気が生まれると、ヒューマンエ
ラーを招き、重大災害を引き起こしかねません。こうした状
況が新入社員の定着率を下げる一因にもなっています。
■パワハラがもたらすデメリット
　パワハラは被害者だけでなく、職場全体の士気を下げます。
強い言葉や威圧的な態度は意欲を奪い、ただ言われたことだ
けをやる、受け身の姿勢を生みます。結果として報告・連絡・
相談が滞り、危険があっても共有されにくくなります。メン
バー同士の助け合いの気持ちも薄れます。結果として離職が
増え、教育が滞り、新人が育たず、指導者も疲弊します。安全
管理体制を整えても、人間関係が壊れていては機能しません。
■労働災害防止とハラスメント防止は一体
　労働災害の背景には、危険が共有されないことも原因とし
てあげられます。ハラスメントがあると、意見を言いづらく
なり、危険を感じても声を上げられません。心理的に安心し
て発言できる環境こそ、安全管理の出発点です。「怒鳴られな
い」「無視されない」安心感があれば、KY活動やヒヤリ・ハット

の報告が増え、災害の未然防止につながります。
　労働災害防止とハラスメント防止は、一体のものです。危
険を発見したら、声を掛け合い、共有することが防止には欠か
せないのです。
■現場で使える具体的なハラスメント対策
　ハラスメント対策は、ポスター掲示だけでは効果がありま
せん。日常で実践することが重要です。
　1．声のかけ方を変える
「何をやっているんだ！」などの威圧的に伝えるのでは
なく、「どうした？」「どこがやりづらい？」と問いかけに
変えます。

　2．事実で伝える
感情ではなく、「手順が抜けていた」「位置がずれていた」
と具体的に指摘します。

　3．声かけタイムの導入
KYや昼休憩後などに「ヒヤッとしたことある？」と1分程
度話し合う時間を設けます。心理的距離が縮まり、安全
意識も高まります。

　4．相談しやすい環境を整える
職長や外部窓口など複数の相談ルートを設け、相談して
も不利益を受けないことを明確にします。

　5．研修を受ける
ハラスメントについて理解を深め、共通認識を作るため
に、研修などを受ける。管理職だけでなく、職長や作業員
も受けるのがよいでしょう。

　厳しさが必要な場面はありますが、それは命を守るための
「指導」であり、相手を傷つける「ハラスメント」とは違います。
ここを区別しましょう。
　尊重と安全が両立する現場こそ、本当に安全な職場です。
今日から、声のトーン・言葉の選び方を見直してみましょう。

労働災害防止とハラスメント対策は一体で考える
―安心して働ける現場づくりのために―

厚生労働省労働局長登録教習機関
安全教育センター

取締役所長　角田　淳

職場において事業主が雇用管理上講ずべき措置
■ 事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
■ 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な
体制の整備

■ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
■ 併せて講ずべき措置 （プライバシー保護、不利益取扱い
の禁止等）

※このほか、職場における妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・
介護休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景と
なる要因を解消するための措置が含まれます。

　2019年に改正された労働施策総合推進法において、
職場におけるパワーハラスメントについて防止措置を講
じることが事業主に義務付けられました。併せて、男女

雇用機会均等法及び育児・介護休業法も、セクシュアル
ハラスメントや妊娠・出産等、育児・介護休業等に関する
ハラスメントに係る規定が一部改正され、防止対策の強

化が図られました。
　事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を
講じてください。また、働く人自身も、上司・同僚・部下
をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお
互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にし
ていくことを心がけましょう。

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

『職場のハラスメント防止は、
  企業の義務です！』

『カスタマーハラスメント防止対策は
  事業主の義務に！』

『セクシュアルハラスメント等の
  防止対策も強化！』

ハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にぜひご相談を
職場におけるセクシュアルハラスメント
妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントに関するご相談
はお近くの

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
開庁時間 8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

パワーハラスメントに関するご相談はお近くの
総合労働相談コーナーへ
※総合労働相談コーナーは下記以外にも都道府県内に数カ所設置して
います。最寄りの施設は厚生労働省ホームページで検索してください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
※受付時間は労働局によって異なります。

青森労働局 雇用環境・均等室 017-734-4211
（総合労働相談コーナー） 017-734-4212

岩手労働局 雇用環境・均等室 019-604-3010
（総合労働相談コーナー） 019-604-3002

宮城労慟局 雇用環境・均等室 022-299-8844
（総合労働相談コーナー） 022-299-8834

秋田労働局 雇用環境・均等室 018-862-6684
（総合労働相談コーナー） 018-862-6684

山形労慟局 雇用環境・均等室 023-624-8228
（総合労働相談コーナー） 023-624-8226

福島労働局 雇用環境・均等室 024-536-4609
（総合労働相談コーナー） 024-536-4600


